
公   益
財団法人

〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町5番6号 全法連会館3階

https://www.tohoren-tokutaikyo.or.jp

●東京法人会連合会（東法連）が母体となり1977年に財団法人として設立されました。
●所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済団体として、税務署の承認を受けています。
●東京都知事の公益認定を受けて、2012年10月に公益財団法人に移行しました。
●約4,000社の事業所の皆さまにご加入いただき、約450億円の積立金をお預かりしています。

1 東京都内の事業所であれば、企業規模を問わず加入できます。
2 掛金は従業員１人につき月額1,000円から30,000円まで選択できます。
3 掛金は全額損金または必要経費に算入でき、給与所得にもなりません。
4 ご加入後１ヵ月で退職しても退職金が支払われます。
5 中小企業退職金共済制度（中退共）と重複して加入できます。

特定退職金共済制度
特退共
と く た い き ょ う

従業員の退職金準備は

○この制度は、大同生命保険株式会社と締結した「新企業年金保険契約」に基づいて運営しています。
○このご案内は、2025年7月現在の制度内容および税制に基づき記載されており、内容は将来変更されることがあります。
○ご加入にあたっては必ず所定のパンフレットをご確認ください。

企C-2025-0007（2025年7月29日）P6965

資料請求・お問合せは

公益財団法人 東法連特定退職金共済会とは…

特退共の魅力
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【掲載例２】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納付できる主な税目 
固定資産税・都市計画税（土地・家屋）（23区）、固定資産税（償却資産）（23区）、 
不動産取得税、自動車税種別割、個人事業税 等 

注意事項 
■領収証書は発行されません。 
領収証書が必要な方は、都税事務所・金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付し
てください。 
■納付手続完了後に、納付を取り消すことはできません。 
■事前に登録及びチャージをする必要があります。 
※PayPayでのご納付において、本人確認前のチャージ入金がご利用できなくなりました。お支払の際には、
本人確認後にチャージする必要があります。 
■eL-QRのない納付書については、上記の方法で納付できません。 
東京都主税局 HPで詳細をご確認の上、ご利用ください。 

 
 
 

 

 💡 おうちで今、納付できます！ 
 💡 スマホ決済アプリで納付書の地方税統一 QRコード（eL-

QR）を読み取るだけで納付ができます。 

都税がスマホ決済アプリで納付できます 

東京都主税局 
ホームページ 
東京都主税局
ホームページ

東京都主税局 HPの「AIチャットボットサービス」でも疑問にお答えします。 東京都主税局 HPの

詳細は 
チャットボットサービス」でも疑問にお答えします。

主税局 スマホ 検索 

※上記の方法を利用できるスマホ決済アプリは地方税共同機構 HPをご覧ください。 
※１枚あたりの合計金額が 30万円までの納付書では、スマートフォン決済アプリでバーコードを読み取ることでも納付できます。 
利用できるスマートフォン決済アプリは東京都主税局 HPをご覧ください。 

※車検を受ける運輸支局等の窓口で自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となったため、車検時に納税証明の提示
が省略できます。ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大 10 日程度かかります。車検用の納税証明が必要
な方は、納付後に支払履歴画面等をご用意の上、都税事務所等に申請してください。 

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

納付書の下部に eL-QRが掲載  

 

 
 
 
 

 











【昭和信用金庫 店舗一覧】
本 店
新 宿 支 店
三軒茶屋支店
京 橋 支 店
経 堂 支 店

☎（3422）6181
☎（3342）3821
☎（3421）6101
☎（3552）4091
☎（3420）4121

烏 山 支 店
大 橋 支 店
明 大 前 支 店
え び す 支 店
八 幡 山 支 店

☎（3300）1361
☎（3469）0315
☎（3323）0511
☎（3444）4211
☎（3329）1021

多 摩 川 支 店
池 の 上 支 店
下高井戸支店
代 田 橋 支 店
上 北 沢 支 店

☎042（481）6211
☎（3422）3141
☎（3321）4155
☎（3328）0151
☎（3302）8111

つつじが丘支店
三 鷹 支 店
東小金井支店
桜 上 水 支 店

☎042（482）0211
☎0422（47）3131
☎042（384）1521
☎（3329）3241

令和6年9月2日現在

オンライン相談も
可能です。

平日開催日

無料相談料

【完全予約制】時間

シモキタフロント１階　昭和信用金庫ATMコーナー隣
世田谷区北沢2-24-5（下北沢駅東口徒歩1分）

場所

お近くの店舗、または昭和信用金庫
（　   0120-872-315）にお申込み下さ
い。なお、相談の時間帯は先着順となりま
すので、ご希望に添えない場合がございま
す。あらかじめご了承願います。
［予約受付時間］
　平日 ９：00～ 17：00まで

申込方法

専門家相談会は、下記「昭和信用金庫サポートプラザ」で開催いたします！

サポートプラザ

事業の相談、事業計画、事業承継、相続税、贈与税、暮らしの税金の相談等

「税理士相談会」相談員協力：TKC東京都心会
ご相談いた
だける内容

第　　水曜日2

事業に係る法律問題はどんなことでもご相談ください。

「弁護士相談会」相談員協力：東京三弁護士会
ご相談いた
だける内容

第　　水曜日3

[相談時間 ]   第 2・3・4水曜日  ①13：00  ②14：00  ③15：00

社内規定の制定・見直し、各種助成金、労働・社会保険、働き方改革対応等、人事・労務に関する経営課題

「社会保険労務士相談会」
相談員協力：東京都社会保険労務士会世田谷支部

ご相談いた
だける内容

第　　水曜日4

相談料

無料

13：00～ 15：00　（一回45分）第 2・3・4 水曜日

経営に関する

専門家相談会専門家相談会
曜日は水毎

月第２・３・４
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